
教体課第１１５号
令和３年４月１２日

各県立学校長 殿

徳島県教育委員会体育学校安全課長

「とくしまアラート・感染拡大注意『漸増』」の発動について（通知）

本日，徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され，感染拡大防止のた
め，本日正午に，「とくしまアラート」のレベルが２段階引き上げられ，「とくしまアラ
ート・感染拡大注意『漸増』」が発動されました。（資料１参照）
この「とくしまアラート・感染拡大注意『漸増』」は，国の新型コロナウイルス感染

症分科会提言における分類ではステージⅡに相当し，「学校における新型コロナウイル
ス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～(2020.12.3Ver5)」
（令和2.12.4教体課第1192号）（以下，「衛生管理マニュアル」という。）にある「『新し
い生活様式』を踏まえた学校の行動基準」では，「レベル２」に該当することとなりま

す。
つきましては，各学校において，これまでも「衛生管理マニュアル」及び「新型コロ

ナウイルス感染症に対応した学校運営に関する留意点（R3.3.22改訂版）」（令和3.3.22
教政第371号）に基づき，適切に御対応いただいているところですが，「衛生管理マニュ
アル」にある「レベル２」の行動基準も踏まえ，改めて，感染拡大防止対策の徹底をお
願いします。
なお，以下の点について，十分御留意くださるようお願いします。

１ 学校にウイルスを持ち込ませないために，児童生徒等の健康観察を徹底し，発熱等
の症状が見られる場合には，登校しないことを徹底すること。また，同居の家族にも毎日の検
温・健康状態の確認の徹底を依頼するとともに，児童生徒等及び同居の家族に発熱等の症
状が見られる場合には，かかりつけ医（かかりつけ医がない場合には，「受診・相談センタ
ー」（電話 0570-200-218・24時間体制））に相談するよう依頼すること。

２ 特に感染リスクの高い以下の活動の実施は，慎重に検討すること。
・「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で
一斉に大きな声で話す活動」

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニ
カ等の管楽器演奏」

・技術家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」
・体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりす
る運動」

３ 休み時間には，廊下で滞留しないことや大声での私語を慎むことなどを指導するこ
と。また，トイレ休憩は，混雑しないよう動線を示して実施すること。

４ 県内においても家庭内感染が増加していることから，保護者の方にも家庭内での感染を
防止するための対策の徹底について再度依頼すること。


